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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】1人の作業者で簡単に運搬することができると
ともに、簡単に設置して立った状態で作業することがで
きる折り畳み式作業用ゴンドラを提供する。
【解決手段】作業ケージ２を、作業者が搭乗する矩形の
作業台２１と、昇降用の巻上機３が搭載される矩形の上
部手摺枠２５と、上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂ
とが中間部で折り畳み可能とされる折り畳み支柱２６と
、２本の折り畳み支柱２６同士の中間連結部を連結する
中間手摺部材２７と、作業台２１の前後に配置されるガ
イド兼用中間手摺部材２８とで構成し、作業台２１の両
側の２本の折り畳み支柱２６を中間手摺部材２７で連結
した状態で前後のガイド兼用中間手摺部材２８を内側に
折り畳み、作業台２１上に上部手摺枠２５を重ねる。こ
れにより、一人で立った状態で作業できる小型の作業用
ゴンドラ１を折り畳み可能にでき、運搬も容易で簡単に
設置できる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物から吊り下げられ構造物側面に沿って移動される作業ケージを備えた作業用ゴン
ドラであって、
　前記作業ケージを、
　作業者が搭乗して作業を行う矩形の作業台と、
　この作業台と対向する上部に設置されるとともに昇降用の巻上機が搭載される矩形の枠
状の上部手摺枠と、
　上部リンクと下部リンクとで構成され中間部が回動可能に連結されて折り畳み可能に構
成され前記作業台と前記上部手摺枠との間の四隅にそれぞれ回動可能に連結される折り畳
み支柱と、
　前記作業台の左右それぞれに配置される２本の前記折り畳み支柱同志の中間連結部を連
結するとともに両端部に折り畳み用のガイドピン部を備えた中間手摺部材と、
　この中間手摺部材の両端部のガイドピン部がスライド可能に係合されるガイド溝を備え
前記作業台の前後に配置されるガイド兼用中間手摺部材とで構成したことを特徴とする折
り畳み式作業用ゴンドラ。
【請求項２】
　前記作業台には、前記中間手摺部材で連結された左右それぞれの２本の折り畳み支柱を
前記作業台の内側に折り畳んだ状態で当該作業台内に収納可能とする周囲側壁部を設けて
構成したことを特徴とする請求項１記載の折り畳み式作業用ゴンドラ。
【請求項３】
　前記折り畳み支柱は、中間部で折り畳んだときに上部リンクと下部リンクが作業者の指
が挟まれない間隔をあけて連結して構成してあることを特徴とする請求項１または２記載
の折り畳み式作業用ゴンドラ。
【請求項４】
　前記折り畳み支柱は、中間部で折り畳んだときに左右それぞれの前記折り畳み支柱を連
結する中間手摺部材同志の間隔を作業者が立つことができる間隔をあけ折り畳んだ状態で
乗降可能かつ搭乗状態で折り畳み及び組立を可能に構成してあることを特徴とする請求項
１～３のいずれかに記載の折り畳み式作業用ゴンドラ。
【請求項５】
　前記折り畳み支柱を構成する上部リンクと下部リンクとの間に伸長状態を保持するピン
挿入孔を互いを貫通して形成するとともに、固定ピンで保持可能に構成したことを特徴と
する請求項１～４のいずれかに記載の折り畳み式作業用ゴンドラ。
【請求項６】
　前記作業用ゴンドラの運転を制御する制御装置が収納される収納ケースを前記一方の中
間手摺部材の下方内側に係止して前記折り畳み支柱の折り畳み連動して前記作業台内に収
納可能に構成してなることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の折り畳み式作業
用ゴンドラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は折り畳み式作業用ゴンドラに関し、建築物などの構造物の上部から垂下した
ワイヤロープなどの索条を介して作業ケージから作業を行うゴンドラで、折り畳んだ状態
で簡単に運搬ができるとともに、簡単に組み立てて設置することができ、1人の作業者が
搭乗して作業を行う場合に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ビル、船舶、発電所、タンク、煙突、そして橋梁などの構造物の壁面の構築
や補修などの高所作業を安全かつ能率的に行うためワイヤロープなどの索条で吊り下げた
、作業者が搭乗する作業ケージを備えた作業用ゴンドラを用いることも多く、作業ケージ
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を昇降機構で上下に昇降可能としたり、さらに必要に応じて上下の昇降だけでなく左右の
横行も可能とすることを組み合わせて作業ケージを移動させることで広範囲の作業を行う
ようにしている。
【０００３】
　このような作業ケージを備える作業用ゴンドラで行う作業の中には、狭い場所での作業
や部分補修などの比較的簡単な作業があり、1人の作業者で作業すれば良い場合には、作
業ケージをチェアとして作業者が座った状態で作業することができるチェア式ゴンドラが
使用されていた（特許文献１参照）。
【特許文献１】実公昭５１－５２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、チェア式ゴンドラでは、支持パイプを作業者が股の間に挟んだ状態でチェア
に座ることでチェアから乗り出すようにしても落下することなく安全に作業できるものの
、座った姿勢での作業となるため作業の内容によっては立って行う場合に比べて力が入ら
ないなど作業がやり難いという問題がある。
【０００５】
　また、チェア式ゴンドラの場合には、作業に必要な工具や資材の搭載場所がほとんどな
く、作業者が持てる範囲に限られることで、作業内容が制約されたり、必要な工具や資材
を取りに頻繁に移動を繰り返さなければならないなどの問題がある。
【０００６】
　さらに、チェア式ゴンドラ自体は小型であっても作業者が座ると、作業者の膝の位置に
よってその分だけ前後長が大きくなってしまうという問題がある。
【０００７】
　この発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、狭い場所での作業や部分
補修などの簡単な作業を、1人の作業者で作業する場合に簡単に運搬することができると
ともに、簡単に設置して立った状態で作業することができる折り畳み式作業用ゴンドラを
提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためこの発明の請求項１記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、構造
物から吊り下げられ構造物側面に沿って移動される作業ケージを備えた作業用ゴンドラで
あって、
　前記作業ケージを、作業者が搭乗して作業を行う矩形の作業台と、この作業台と対向す
る上部に設置されるとともに昇降用の巻上機が搭載される矩形の枠状の上部手摺枠と、上
部リンクと下部リンクとで構成され中間部が回動可能に連結されて折り畳み可能に構成さ
れ前記作業台と前記上部手摺枠との間の四隅にそれぞれ回動可能に連結される折り畳み支
柱と、前記作業台の左右それぞれに配置される２本の前記折り畳み支柱同志の中間連結部
を連結するとともに両端部に折り畳み用のガイドピン部を備えた中間手摺部材と、この中
間手摺部材の両端部のガイドピン部がスライド可能に係合されるガイド溝を備え前記作業
台の前後に配置されるガイド兼用中間手摺部材とで構成したことを特徴とするものである
。
【０００９】
　また、この発明の請求項２記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、請求項１記載の構成に
加え、前記作業台には、前記中間手摺部材で連結された左右それぞれの２本の折り畳み支
柱を前記作業台の内側に折り畳んだ状態で当該作業台内に収納可能とする周囲側壁部を設
けて構成したことを特徴とするものである。
【００１０】
　さらに、この発明の請求項３記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、請求項１または２記
載の構成に加え、前記折り畳み支柱は、中間部で折り畳んだときに上部リンクと下部リン
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クが作業者の指が挟まれない間隔をあけて連結して構成してあることを特徴とするもので
ある。
【００１１】
　また、この発明の請求項４記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、請求項１～３のいずれ
かに記載の構成に加え、前記折り畳み支柱は、中間部で折り畳んだときに左右それぞれの
前記折り畳み支柱を連結する中間手摺部材同志の間隔を作業者が立つことができる間隔を
あけ折り畳んだ状態で乗降可能かつ搭乗状態で折り畳み及び組立を可能に構成してあるこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　さらに、この発明の請求項５記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、請求項１～４のいず
れかに記載の構成に加え、前記折り畳み支柱を構成する上部リンクと下部リンクとの間に
伸長状態を保持するピン挿入孔を互いを貫通して形成するとともに、固定ピンで保持可能
に構成したことを特徴とするものである。
【００１３】
　また、この発明の請求項６記載の折り畳み式作業用ゴンドラは、請求項１～５のいずれ
かに記載の構成に加え、前記作業用ゴンドラの運転を制御する制御装置が収納される収納
ケースを前記一方の中間手摺部材の下方内側に係止して前記折り畳み支柱の折り畳み連動
して前記作業台内に収納可能に構成してなることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明の請求項１記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、構造物から吊り下げら
れ構造物側面に沿って移動される作業ケージを備えた作業用ゴンドラであって、前記作業
ケージを、作業者が搭乗して作業を行う矩形の作業台と、この作業台と対向する上部に設
置されるとともに昇降用の巻上機が搭載される矩形の枠状の上部手摺枠と、上部リンクと
下部リンクとで構成され中間部が回動可能に連結されて折り畳み可能に構成され前記作業
台と前記上部手摺枠との間の四隅にそれぞれ回動可能に連結される折り畳み支柱と、前記
作業台の左右それぞれに配置される２本の前記折り畳み支柱同志の中間連結部を連結する
とともに両端部に折り畳み用のガイドピン部を備えた中間手摺部材と、この中間手摺部材
の両端部のガイドピン部がスライド可能に係合されるガイド溝を備え前記作業台の前後に
配置されるガイド兼用中間手摺部材とで構成したので、作業台の両側の２本の折り畳み支
柱を中間手摺部材で連結した状態で前後のガイド兼用中間手摺部材のガイド溝に沿って内
側に折り畳むことができ、作業台上に上部手摺枠を重ねるように作業ケージを折り畳むこ
とができる。
【００１５】
　これにより、一人で立った状態で作業できる小型の作業用ゴンドラとすることができ、
運搬も容易であり、折り畳んだ状態から伸長するだけで簡単に設置することができる。
【００１６】
　また、この発明の請求項２記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、前記作業台には
、前記中間手摺部材で連結された左右それぞれの２本の折り畳み支柱を前記作業台の内側
に折り畳んだ状態で当該作業台内に収納可能とする周囲側壁部を設けて構成したので、左
側の２本の折り畳み支柱と右側の２本の折り畳み支柱を内側に折り畳むことで、作業台の
周囲側壁部の内側に収納することができ、一層コンパクトに折り畳むことができる。
【００１７】
　さらに、この発明の請求項３記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、前記折り畳み
支柱は、中間部で折り畳んだときに上部リンクと下部リンクが作業者の指が挟まれない間
隔をあけて連結して構成したので、折り畳み支柱を折り畳む際に、上部リンクと下部リン
クの間に形成した間隔で、作業者が指を誤まって挟むことがなく、安全に折り畳むことが
できる。
【００１８】
　また、この発明の請求項４記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、前記折り畳み支
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柱は、中間部で折り畳んだときに左右それぞれの前記折り畳み支柱を連結する中間手摺部
材同志の間隔を作業者が立つことができる間隔をあけ折り畳んだ状態で乗降可能かつ搭乗
状態で折り畳み及び組立を可能に構成してあるので、作業ケージを折り畳んでも中間手摺
部材同士の間に作業者が立つことができ、折り畳んだ状態で乗降することができ、しかも
搭乗状態で折り畳んだり、組み立てることができ、特に狭い場所での作業に一層適したも
のとなる。
【００１９】
　さらに、この発明の請求項５記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、前記折り畳み
支柱を構成する上部リンクと下部リンクとの間に伸長状態を保持するピン挿入孔を互いを
貫通して形成するとともに、固定ピンで保持可能に構成したので、上部リンクと下部リン
クの間のピン挿入孔を合せて固定ピンを挿入することで、折り畳み支柱の伸長状態を保持
することができ、上部手摺枠に下方への力が加わっても折り畳まれることがなく、安全に
作業することができる。
【００２０】
　また、この発明の請求項６記載の折り畳み式作業用ゴンドラによれば、前記作業用ゴン
ドラの運転を制御する制御装置が収納される収納ケースを前記一方の中間手摺部材の下方
内側に係止して前記折り畳み支柱の折り畳み連動して前記作業台内に収納可能に構成した
ので、作業用ゴンドラの運転を制御する制御装置を収納ケース内に収納した状態で折り畳
み支柱を折り畳むことで、そのまま作業台内に収納することができ、一層簡単に折り畳ん
だり、伸長して使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明の折り畳み式作業用ゴンドラの一実施の形態について添付図面を参照し
て詳細に説明する。　
　図１～図７はこの発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用し
た一実施の形態にかかり、図１は作業状態の正面図、図２は作業状態の右側面図、図３は
作業状態の平面図、図４は部分拡大斜視図、図５は折り畳み状態の正面図、図６は折り畳
み状態の右側面図、図７は折り畳み状態の平面図である。
【００２２】
　この折り畳み式作業用ゴンドラ１は、例えば構造物の屋上などに固定され側面に沿って
吊り下げた２本のワイヤロープを作業ケージ２に設けた２台のワインダ３に巻き掛け、そ
の摩擦駆動されるシーブによって巻き掛け位置を移動しながら作業ケージ２を昇降するこ
とで構造物側面への作業を行うためのものであり、ここでは、作業ケージ２が折り畳み式
に構成されるとともに、１人の作業者が搭乗して作業を行うように構成してある。
【００２３】
　この折り畳み式の作業ケージ２は、作業者が搭乗する矩形の作業台２１を備え、前後幅
が小さく左右に長い長方形状とされ、周囲には、上方に突き出す周囲側壁部２２が形成さ
れて上方が開口した箱状としてあり、周囲側壁部２２の高さが作業ケージ２を折り畳んだ
際に主要部分が作業台２１の周囲側壁部２２内に収納できるようにしてある。また、この
作業台２１の下面には、４隅にキャスタ２３が取り付けられ、地上等での移動が容易にで
きるようにするとともに、周囲側壁部２２の左右外面に外側に突き出して把持部２４が取
り付けられ、手を掛けることで持ち運びに利用できるようにしてある。
【００２４】
　この折り畳み式作業用ゴンドラ１では、作業ケージ２には、安全に作業を行うための手
摺が設けられ、作業台２１と対向する上部に作業台２１と略同一外形の矩形の枠状の上部
手摺枠２５が配置され、作業台２１の４隅に配置された４本の折り畳み支柱２６によって
上部手摺枠２５を所定高さに保持できるとともに、折り畳み支柱２６を折り畳むことで作
業台２１に折り重ねて収納することができるようにしてある。
【００２５】
　４本の折り畳み支柱２６は、それぞれ上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂとが中間連
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結部２６ｃで回動可能に連結され、これによって折り畳むことができるようにしてあり、
上部リンク２６ａの上端部が上部手摺枠２５に、下部リンク２６ｂの下端部が作業台２１
の周囲側壁部２２にそれぞれ回動可能に取り付けてある。そして、これら上部リンク２６
ａと下部リンク２６ｂの各中間連結部（回動軸）２６ｃを作業ケージ２の前後方向と平行
（図１では紙面に垂直、図２では紙面と平行）にしてあり、こうすることで左側の２本の
折り畳み支柱２６および右側の２本の折り畳み支柱２６をそれぞれ中間連結部２６ｃが作
業台２１の左右の中央側となるように折り畳んで、作業台２１内に収納することができる
。
【００２６】
　この折り畳み式作業用ゴンドラ１では、手摺として上部手摺枠２５とこれを支える４本
の折り畳み支柱２６に加え、折り畳み支柱２６の上下中間部に中間手摺が矩形の前後・左
右にそれぞれ２本ずつ設けられる。中間手摺は、左右の２本の中間手摺部材２７と前後の
２本のガイド兼用中間手摺部材２８とで構成される。
【００２７】
　左右の２本の中間手摺部材２７は、左側の２本の折り畳み支柱２６の中間連結部２６ｃ
を連結する１本の中間手摺部材２７と、右側の２本の折り畳み支柱２６の中間連結部２６
ｃを連結するもう１本の中間手摺部材２７とで構成され、中間手摺パイプ２７ａの両端部
にそれぞれ上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂとを重ねて外側から連結ねじ２７ｂで連
結してあり、連結ねじ２７ｂの外端部に左側または右側の２本の折り畳み支柱２６の折り
畳みをガイドするガイドピン部２７ｃが一体に設けてある。これにより、それぞれ中間部
が中間手摺部材２７で連結された２本の折り畳み支柱２６によって左右側の手摺枠が構成
される。
【００２８】
　また、この折り畳み支柱２６には、上部リンク２６ａの下端部の内側および外側にそれ
ぞれ内側スペーサ２６ｄおよび外側スペーサ２６ｅが溶接等で一体に取り付けられるとと
もに、下部リンク２６ｂの下端部外側に外側スペーサ２６ｆが溶接等で一体に取り付けて
あり、これらによって上下リンク２６ａ、２６ｂを折り畳んだ際に折り重なる上下リンク
２６ａ、２６ｂ同士の間および上部リンク２６ａとガイド兼用中間手摺部材２８および周
囲側壁部２２との間に作業者の指が挟まれることのない空間を確保できるようにしてある
。
【００２９】
　また、折り畳み支柱２６には、上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂとを伸長状態で保
持するため上部リンク２６ａの下端上部と下部リンク２６ｂの上端突出部とにそれぞれピ
ン挿入孔２６ｇが貫通して形成され、図示例では、内側スペーサ２６ｄにもピン挿入孔２
６ｇが形成してあり、これらに固定ピン２６ｈを挿入することで、伸長状態を保持でき、
上部手摺枠２５を押し下げるような力が加わっても折り畳み支柱２６が折り畳まれること
がないようにしてある。一方、折り畳む場合には、４箇所のピン挿入孔２６ｇから固定ピ
ン２６ｈを抜くことで、４隅の折り畳み支柱２６を折り畳むことが可能となる。
【００３０】
　次ぎに前後の中間手摺を構成するガイド兼用中間手摺部材２８は、金属板材の両端部か
ら中央部にわたり２つのガイド溝２８ａが形成されて構成され、これら２つのガイド溝２
８ａに沿って左右の中間手摺部材２７のガイドピン部２７ｃがスライド可能に係合されて
ガイドされるようになっており、ガイドピン部２７ｃを介して左右側の手摺枠（２本の折
り畳み支柱２６および中間手摺部材２６）と連結されている。
【００３１】
　したがって、左右側の手摺枠はガイド兼用中間手摺部材２８のガイド溝２８ａによって
内側に折り畳むようにすることができるものの、外側に折り畳むことはできないにように
なっている。そして、左右の手摺枠を内側に折り畳んで上部リンク２６ａと下部リンク２
６ｂを重ねるようにしたとき、２本の中間手摺部材２７、２７の間隔が、作業者が立つこ
とができる間隔を確保してあり、例えば１８０ｍｍ程度の間隔があくようにしてある。
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【００３２】
　このような折り畳み式作業用ゴンドラ１では、作業ケージ２を昇降するための２台のワ
インダ３、３が上部手摺枠２５の左右に配置され、上部手摺枠２５に溶接等で取り付けた
固定台３１にそれぞれ連結ピン３２を介して取り付けたり、取り外すことができるように
してある。これにより、ワインダ３、３を固定台３１に連結ピン３２で取り付けた状態で
作業ケージ２を折り畳んだ状態にしてそのまま移動したり、作業ケージ２を折り畳んだ状
態とした後、連結ピン３２を抜いてワインダ３、３を取り外し、作業台２１内に収納して
運搬することもできる。
【００３３】
　また、建物の間などの狭い空間で作業する場合には、ワインダ３、３をそれぞれの固定
台３１に連結ピン３２で取り付けた状態で作業ケージ２を折り畳んだまま２本の中間手摺
部材２７、２７の間に作業者が搭乗し、ワインダ３、３で作業ケージ２を上昇するように
操作して折り畳み支柱２６を伸長させ、ピン挿入孔２６ｇに固定ピン２６ｈを挿入するこ
とで、作業ケージ２を伸長状態に保持して作業を行うようにすることができ、狭い場所で
も折り畳んだ状態で容易に搭乗することができる。
【００３４】
　なお、降りる場合には、逆に作業ケージ２を地上に接地させ、折り畳み支柱２６のピン
挿入孔２６ｇから固定ピン２６ｈを抜いた状態で、そのまま下降を続けて折り畳み支柱２
６を折り畳むようにすることで、中間手摺部材２５、２５の間に立つことができ、低くな
った上部手摺枠２５を跨いで容易に降りることができる。
【００３５】
　また、この折り畳み式作業用ゴンドラ１では、作業に伴い建物の壁面との接触による壁
面の損傷を防止するため上部手摺枠２５の周囲および作業台２１の周囲側壁部２２の周囲
に中空ゴム製の緩衝材３３が取り付けてあり、上部手摺枠２５の緩衝材３３には、ワイン
ダ３、３からのワイヤロープとの干渉を防止するため緩衝材３３の一部を切り欠いてある
。
【００３６】
　さらに、この折り畳み式作業用ゴンドラ１では、ワインダ３、３による昇降などを制御
する制御装置を収納する収納ケース４０が一方の中間手摺部材２６に略逆Ｊ字状の係止ア
ーム４１を介して上部が支持され、下部が作業台２１の周囲側壁部２２に回動可能に支持
されて手摺枠の内側に位置するように取り付けてある。これにより、手摺枠の折り畳みに
連動して下部リンク２６ｂとともに、作業台２１の周囲側壁部２２内に収納され、手摺枠
の伸長に伴って下部リンク２６ａに沿って立設状態にすることができる。
【００３７】
　このように構成した折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、折り畳んで運搬した作業用
ケージ２を引き伸ばすように伸張させることで簡単に組み立てることができ、建物の屋上
などから吊下げたワイヤロープをワインダ３に挿通する等で設置して、狭い場所での作業
や部分補修などの簡単な作業を、1人の作業者が立った状態で行うことができる。
【００３８】
　これにより、チェア式ゴンドラのような座った姿勢での作業に比べ、作業の内容が広が
るとともに、立って行うことで力を必要とする作業なども簡単にできる。
【００３９】
　また、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、チェア式ゴンドラの場合に比べ、作
業に必要な工具や資材の作業ケージ２への搭載が容易となり、作業内容の制約が緩和され
るとともに、必要な工具や資材を取りに頻繁に移動を繰り返す必要もなく、効率的に作業
することができる。
【００４０】
　さらに、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、チェア式ゴンドラを使用する場合
のように、座った作業者の膝が作業壁面などに接触することなく手摺の内側に作業者が位
置して作業することができ、狭い場所での作業を一層安全に行なうことができる。
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【００４１】
　さらに、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、構造物から吊り下げられ構造物側
面に沿って移動される作業ケージ２を備えた作業用ゴンドラであって、作業ケージ２を、
作業者が搭乗して作業を行う矩形の作業台２１と、この作業台２１と対向する上部に設置
されるとともに昇降用の巻上機３が搭載される矩形の枠状の上部手摺枠２５と、上部リン
ク２６ａと下部リンク２６ｂとで構成され中間部が回動可能に連結されて折り畳み可能に
構成され作業台２１と上部手摺枠２５との間の四隅にそれぞれ回動可能に連結される折り
畳み支柱２６と、作業台２１の左右それぞれに配置される２本の折り畳み支柱２６同志の
中間連結部を連結するとともに両端部に折り畳み用のガイドピン部２７ｃを備えた中間手
摺部材２７と、この中間手摺部材２７の両端部のガイドピン部２７ｃがスライド可能に係
合されるガイド溝２８ａを備え作業台２１の前後に配置されるガイド兼用中間手摺部材２
８とで構成したので、作業台２１の両側の２本の折り畳み支柱２６を中間手摺部材２７で
連結した状態で前後のガイド兼用中間手摺部材２８のガイド溝２８ａに沿って内側に折り
畳むことができ、作業台２１上に上部手摺枠２５を重ねるように作業ケージ２を折り畳む
ことができる。
【００４２】
　これにより、一人で立った状態で作業できる小型の作業用ゴンドラ１とすることができ
、運搬も容易であり、折り畳んだ状態から伸長するだけで簡単に設置することができる。
【００４３】
　また、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、作業台２１には、中間手摺部材２７
で連結された左右それぞれの２本の折り畳み支柱２６を作業台２１の内側に折り畳んだ状
態で作業台２１内に収納可能とする周囲側壁部２２を設けて構成したので、左側の２本の
折り畳み支柱２６と右側の２本の折り畳み支柱２６を内側に折り畳むことで、作業台２１
の周囲側壁部２２の内側に収納することができ、一層コンパクトに折り畳むことができる
。
【００４４】
　さらに、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、折り畳み支柱２６は、中間部で折
り畳んだときに上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂが作業者の指が挟まれない間隔を内
側スペーサ２６ｄおよび外側スペーサ２６ｅ，２６ｆであけて連結して構成したので、折
り畳み支柱２６を折り畳む際に、上部リンク２６ａと下部リンク２６ｂの間に形成した間
隔で、作業者が指を誤まって挟むことがなく、安全に折り畳むことができる。
【００４５】
　また、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、折り畳み支柱２６は、中間部で折り
畳んだときに左右それぞれの折り畳み支柱２６を連結する中間手摺部材２７同志の間隔が
作業者が立つことができる間隔をあけ折り畳んだ状態で乗降可能かつ搭乗状態で折り畳み
及び組立を可能に構成してあるので、作業ケージ２を折り畳んでも中間手摺部材２７同士
の間に作業者が立つことができ、折り畳んだ状態で乗降することができ、しかも搭乗状態
で折り畳んだり、組み立てることができ、特に狭い場所での作業に一層適したものとなる
。
【００４６】
　さらに、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、折り畳み支柱２６を構成する上部
リンク２６ａと下部リンク２６ｂとの間に伸長状態を保持するピン挿入孔２６ｇを互いを
貫通して形成するとともに、固定ピン２６ｈで保持可能に構成したので、上部リンク２６
ａと下部リンク２６ｂの間のピン挿入孔２６ｇを合せて固定ピン２６ｈを挿入することで
、折り畳み支柱２６の伸長状態を保持することができ、上部手摺枠２５に下方への力が加
わっても折り畳まれることがなく、安全に作業することができる。
【００４７】
　また、この折り畳み式作業用ゴンドラ１によれば、作業用ゴンドラ１の運転を制御する
制御装置が収納される収納ケース４０を一方の中間手摺部材２７の下方内側に係止して折
り畳み支柱２６の折り畳み連動して作業台２１内に収納可能に構成したので、作業用ゴン
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ドラ１の運転を制御する制御装置を収納ケース４０内に収納した状態で折り畳み支柱２６
を折り畳むことで、そのまま作業台２１内に収納することができ、一層簡単に折り畳んだ
り、伸長して使用することができる。
【００４８】
　なお、上記実施の形態では、１人乗りの作業ケージに適用した場合を例に説明したが、
作業ケージの大きさについては、最小限としたものに限らず、大きくするようにしても良
いものである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態にかかる作業状態の正面図である。
【図２】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態に作業状態の右側面図である。
【図３】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態に作業状態の平面図である。
【図４】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態にかかる部分拡大斜視図である。
【図５】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態に折り畳み状態の正面図である。
【図６】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態に折り畳み状態の右側面図である。
【図７】この発明の折り畳み式作業用ゴンドラを１人乗り用の作業ケージに適用した一実
施の形態に折り畳み状態の平面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　折り畳み式作業用ゴンドラ
２　　　作業ケージ
３　　　ワインダ（巻上機）
２１　　作業台
２２　　周囲側壁部
２３　　キャスタ
２４　　把持部
２５　　上部手摺枠
２６　　折り畳み支柱
２６ａ　上部リンク
２６ｂ　下部リンク
２６ｃ　中間連結部
２６ｄ　内側スペーサ
２６ｅ　外側スペーサ
２６ｆ　外側スペーサ
２６ｇ　ピン挿入孔
２６ｈ　固定ピン
２７　　中間手摺部材
２７ａ　中間手摺パイプ
２７ｂ　連結ねじ
２７ｃ　ガイドピン部
２８　　ガイド兼用中間手摺部材
２８ａ　ガイド溝
３１　　固定台
３２　　連結ピン
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３３　　緩衝材
４０　　収納ケース
４１　　係止アーム

【図１】 【図２】
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